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平成 21 年２月 20 日 

金融庁 

協金ＷＧ11－２－① 



信金・信組が行う地方公共団体向け貸出

地方公共団体に対する貸出実績

地方公共団体に対する員外貸出規制

員外貸出 員外20％規制（※） 根拠法令

信用金庫 ○ 範囲外 信金法施行令第8条

信用組合 ○ 範囲内 中企法施行令第14条
※　会員・組合員外に対する貸出額は、貸出総額の20％を超えてはならないとする規制

信 用 金 庫 63.5 2.7 (4.4%)
信 用 組 合 9.3 0.3 (3.9%)

（単位：兆円）

（出典）協会等

貸 出 金 総 額（平成20年3月末残高）
うち地方公共団体
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